
緑は、私たちに「うるおい」と「やす

らぎ」を与えてくれます。また、都市を

美化し、樹木の葉の炭酸同化作用によっ

て、汚れた空気をきれいにします。

このような緑を市民の皆さん一人ひと

りが大切に育て、守り、つくり出し、緑

豊かな街をつくりましょう。

小平市では、身近な緑を増やすととも

に、安全で、良好な環境づくりのため、

生垣造成のお手伝いをいたします。

☆ 境界の役目をする。

☆ 地震に強い。

☆ 防風、防音、防塵の効果がある。

☆ 空気をきれいにする。

☆ 緑豊かな潤いのある街をつくる。

～ 市民の皆さんの生垣づくりをお手伝いします ～

既存ブロック塀、フェンス等の撤去費の一部も助成対象です。

～ 参考 ～ 生垣に適した木

樹木の性質
樹木名

枝葉 陰陽 成長 耐剪定 備考

イヌマキ 常緑 陰樹 遅い 強

ウバメガシ 常緑 中庸樹 遅い 強

ヒイラギモクセイ 常緑 陰樹 中 強

サザンカ 常緑 陰樹 遅い 中 花（白、淡紅、紅）

マサキ 常緑 陰樹 速い 強

カナメモチ 常緑 中庸樹 速い 強 新芽が赤くきれい

イヌツゲ 常緑 陰樹 速い 強 形を色々作れる

サツキツツジ 常緑 中庸樹 遅い 弱 花（白、紅紫）

ドウダンツツジ 落葉 陽樹 遅い 強 花（白、赤）、紅葉

ピラカンサ 常緑 陽樹 速い 強 実（赤）、木にトゲ

助成の対象となる生垣

は、次のような生垣です。

1 新たに設置される生

垣であること。

2 生垣の高さは、０．８

ｍ以上、延長は、２ｍ

以上あること。

3 生垣の樹木が相互に

葉の触れ合う程度に

植樹されていること。

4 生垣にフェンス等を

併用する場合は、樹木

の内側に設置するこ

と。

1 助成を受けることができる方・・・土地の所有者または、管理者の方

2 助 成 の 対 象 と な る 工 事・・・①既存のブロック塀等を撤去し、新たに生垣を設置する場合

②新規に生垣を設置する場合

生垣の設置 ９割以内
延長１ｍ当たり １４，０００円を限度

１件当たり総額２８０，０００円を限度

既存ブロック塀等の撤去 ９割以内
延長１ｍ当たり  ６，０００円を限度

１件当たり総額１２０，０００円を限度



あなたも！自宅やお店で！

生垣づくりしませんか？

～ お気軽にお問合せください ～

小平市 都市建設部 水と緑と公園課

小平市小川町２－１３３３

０４２－３４６－９８３０（直通）

平成２１年４月からより制

度が利用しやすくなりまし

た！！くわしくは、このリ

ーフレットの中をご覧くだ

さい。

～ 生垣づくりのポイント ～

☆ 建物や庭など周辺環境との調和を考える。

（地形・風景）

☆ 環境条件を十分考える。（土壌・日照・気候）

☆ 作ったあと、十分手入れができるかどうか

考える。

～ 樹種の選び方 ～

生垣に用いる樹木は、次のような条件を満たす

ような樹木を選びましょう。

☆ 萌芽力が強く、刈込みに耐えうるもの。

☆ 枝葉が密で、下枝が枯れ上がらないもの。

☆ 発育が旺盛で、病害虫による被害が少ない

もの。

☆ 移植、手入れが容易なこと。

☆ 外観が美しいこと。

保存生垣制度もご利用ください！

小平市では、生垣助成補助の他にも保存生垣制

度を設けています。この制度は、生垣の高さが

１ｍ以上の樹木の集団で、延長が３０ｍ以上の

生垣を保存生垣に指定し、維持管理費の一部補

助として 300 円／ｍを助成するものです。

保存生垣に該当する場合は、ご相談ください。

申請期間： 年間を通して受付けています。

申請場所： 水と緑と公園課（小平市役所４階）

      ０４２－３４６－９８３０（直通）

①申請（必要書類）

申請書、現況写真（2 方向からのもの）、

工事費見積書（写）

検査・決定通知

②着工→完成＝完了届の提出

（必要書類）

工事完了報告書、竣工写真（1 枚）、工

事費の領収書（写）、補助金交付請求書、

支払金口座振替依頼書

検査・支払い

完成後も生垣の良好な維持管理をお願い

します。


